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伊勢崎市原油価格・物価高騰対策事業者支援金 募集要項 
支援金の概要 
１ 目的 

新型コロナウイルス感染症及び原油価格や物価高騰の影響により、原材料価格や燃料費の高騰
の影響を受けながらも、十分な価格転嫁を行えず、経営に深刻な影響を受けている事業者のう
ち、特に影響の大きい業種を営む事業者を支援することを目的とします。 
 
２ 対象事業者 

本支援金の交付対象事業者は、次の事業者のうち（１）から（９）までのすべての対象要件を
満たす事業者とします。 
・市内に事業所を置き、事業収入を得ている法人及び個人事業主等 
・令和４年１０月１日における住所地が伊勢崎市内にあるもので、市外で行う経済活動により
事業収入を得ている個人事業主等 

【対象要件】 
（１）令和４年６月１日以前から事業をおこなっていること。 

（２）申請者が行う主たる事業が、日本標準産業分類における以下のいずれかであること。 
建設業・製造業・運輸業・郵便業・卸売業・小売業・金融業・保険業 
生活関連サービス業・娯楽業・医療・福祉 

（３）売上高または粗利益について、令和３年１１月から令和４年１０月までのいずれかの月の
額が、平成３０年１１月以降の任意の同月の額と比較して２０％以上減少していること。 
ただし、令和３年１１月２日以降に開業したものについては、令和３年１１月から令和４
年１０月までの任意の１カ月の売上高または粗利益が、当該任意月の直近３ヶ月の売上高
または粗利益の平均と比べて２０％以上減少していること。 

（４）自己または自己の団体の役員等が、伊勢崎市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力
団または同条第４号に規定する暴力団員等でないこと。 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及び当
該営業に係る接客業務受託営業を行うものに該当しないこと。 

（６）法人税法に規定する公共法人ではないこと。 

（７）政治団体若しくは宗教上の組織または団体ではないこと。 

（８）支援金交付後も、事業を継続する意思があること。 

（９）国、県または他市区町村が実施する同様の目的の事業による支援金等の交付を受けていな
いこと。  
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【事業対象者】 

区分 定義 具体例 
法人 会社法第２条第１号に規定する会社 株式会社（特例有限会社を含む。） 

合名会社 
合資会社 
合同会社 

収益事業を反復継続して行っている非
営利団体等 
※収益事業とは…本来事業の運営のた
めの費用を得ることを目的として行
われる法人税の課税対象となるもの 

※売上高・粗利益の減少を判断するの
は収益事業による収入のみで、法人
税法上の非課税収入を減収の判断の
対象とすることはできません 

一般社団（財団）法人 
公益社団（財団）法人 
社会医療法人 
医療法人 
社会福祉法人 
学校法人 
特定非営利活動法人 
各種士業が設立する法人 等 
※その他の団体につきましてはお問い合わせ
ください。 

個人事
業主等 

自己の判断で独立して事業を行い、 
主たる収入が事業収入である個人で 
確定申告を行っているもの 

 

  ※公共法人や法人格を持たない任意団体は対象にはなりません。 
 
【事業収入の考え方】 

・法人の場合 
法人税確定申告書の別表１における「売上金額」欄に記載されるべき収入 

・個人事業主等の場合 
①確定申告書の第一表における「収入金額等」の事業欄（営業等）に記載されるべき収入 
②雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を得ている場合は、第一表
における「収入金額等」の「雑 業務」、「雑 その他」及び「給与」の欄に記載されるべき
収入金額のうち、業務委託契約等収入に該当する収入をいう。 

 
３ 給付額 

１申請者につき１００，０００円 
※一つの事業者が複数の店舗を営む場合も、交付は一度限りです。 
 
４ 申請手続き等 

（１）申請受付期間 
令和４年１１月１日（火）から令和４年１２月２８日（水）まで（当日消印有効） 
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（２）申請書類 
本要項に記載の申請書類を提出してください。 
申請に必要な書類は、伊勢崎市ホームページからダウンロードできます。 

 URL https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/syoukousinkou/10741.html 

※必要に応じて、書類の追加や訂正を求める場合があります。 
※申請書類の返却はいたしかねますのでご注意ください。 

 
（３）申請方法 
簡易書留など郵送物の追跡が可能な方法により、以下の宛先に郵送してください。 
 
 
 

 
※封筒の裏面などに差出人の住所・氏名を必ず記入してください。 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送以外の方法での書類の受付はできません。 
 

（４）問い合わせ 
本事業の申請に関する問い合わせは、以下のコールセンターまでご連絡ください。 
 
 

 
 
５ 給付の決定 

申請書類を受理したのち、その内容を審査し、適正と認められるときは、支援金を順次交付し
ます。 
 

６ 審査結果の通知 

申請書類の審査の結果、本支援金を交付する旨の決定をしたときは交付決定通知書により、交
付しない旨の決定をしたときは不交付決定通知書により、申請事業者に通知します。 

 
７ その他 

（１）本支援金の交付申請の内容に虚偽が認められるなど、不正な手段により支援金の交付を受
けたことが判明した場合には、交付の決定が取り消されるとともに、既に支払い済みの支
援金を返還する必要があります。 

（２）本支援金の適切な交付のため、市は他の公的機関（国、県、警察等）に対して情報提供を
求める場合があります。また、必要に応じて検査、報告または是正のための措置をとる場
合があります。 

（３）本支援金の申請により市に提出された情報は、事業者の不利益が生じない範囲において、
市が実施する商工振興施策に活用する場合があります。  

〒３７１－０８４７ 

前橋市大友町３－２４－１ ホテル１－２－３前橋マーキュリー内  

伊勢崎市原油価格・物価高騰支援金事務局  

伊勢崎市原油価格・物価高騰支援金コールセンター 

電話  ０１２０－６７９―２５５（※１０月２６日（水）開通予定） 
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交付申請書類 
１ 法人の場合 

（１）交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

（２）交付請求書（様式第２号） 

（３）振込先口座がわかる通帳等の写し 
※金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、振込先名義（カナ）がわかるもの 
※インターネットバンキングなどにより通帳が存在しない場合は、電子情報端末に表示され
た当該口座の情報を印刷し提出することも可とします。 

（４）以下の月の売上高または粗利益が確認できる書類の写し 
・売上高または粗利益が減少した月（令和３年１１月以降の任意の月） 
・売上高または粗利益を比較する対象月（平成３０年１１月以降の任意の月） 
 
《売上高等が確認できる書類の例》 
 ①当該月を期間に含む法人事業概況説明書 
 ②売上台帳や帳簿など 
※経理ソフトから出力したデータ、表計算ソフトにより作成したリスト、手書きの伝票等
基本的な事項（対象月、日付商品名販売先取引金額合計等）が記載されている書類であ
れば様式は問いません。 

（５）直近の法人税確定申告にかかる以下の書類の写し 
・確定申告書別表一の控え 
・法人事業概況説明書 
※収受印、受信通知、税理士印（または税理士署名）のいずれかがあるもの 

（６）現在（履歴）事項証明書または登記簿謄本、抄本等の写し 
※発行から３か月以内のもの 
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２ 個人事業主等の場合 

（１）交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

（２）交付請求書（様式第２号） 

（３）振込先口座がわかる通帳等の写し 
※金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、振込先名義（カナ氏名）がわかるもの 
※インターネットバンキングなどにより通帳が存在しない場合は、電子情報端末に表示され
た当該口座の情報を印刷し提出することも可とします。 

（４）以下の月の売上高または粗利益が確認できる書類の写し 
・売上高または粗利益が減少した月（令和３年１１月以降の任意の月） 
・売上高または粗利益を比較する対象月（平成３０年１１月以降の任意の月） 
 
《売上高等が確認できる書類の例》 
 ①当該月を期間に含む青色申告決算書 
 ②売上台帳や帳簿など 
※経理ソフトから出力したデータ、表計算ソフトにより作成したリスト、手書きの伝票等
基本的な事項（対象月、日付商品名販売先取引金額合計等）が記載されている書類であ
れば様式は問いません。 

（５）直近の確定申告にかかる以下の書類のいずれかの写し 
・確定申告書Ｂ第一表及び青色申告決算書（青色申告を行っている人） 
・確定申告書Ｂ第一表及び収支内訳書（白色申告を行っている人） 
・市民税・県民税申告書（市民税県民税申告を行っている人） 
※収受印、受信通知、税理士印（または税理士署名）のいずれかがあるもの 

（６）申請者本人名義の国民健康保険証の写し 

（７）業務委託契約等に基づく収入があったことを証明するいずれかの書類（該当者のみ） 
・業務委託契約書の写し 
・業務委託契約等契約申立書（参考様式２） 

 
【委託契約等に基づく収入があったことを証明する書類の提出が必要な場合】 

フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動

からの収入を主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で確定申告をしている方について
は、雑収入または給与所得が業務委託契約に基づくものであることを確認するため、（７）の書
類の提出が必要です。 
業務委託契約書の写しがない場合は、報酬支払事業者に業務委託契約等契約申立書の作成（報

酬支払事業者の記名・押印が必要）を依頼してください。  
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３ 新規開業者の場合 

令和３年１１月２日以降に事業を開始した事業者については、前述の法人または個人事業主等
が提出する交付申請書類の（４）及び（５）に代わり、以下の書類を提出してください。 

（１）以下の対象月の売上高または粗利益を証明する売上台帳、帳簿等の写し 
・売上高または粗利益が減少した月（令和３年１１月以降の任意の月） 
・上記売上高等が減少した月の直近３か月分 
※経理ソフトから出力したデータ、表計算ソフトにより作成したリスト、手書きの伝票等基
本的な事項（対象月、日付商品名販売先取引金額合計等）が記載されている書類であれば
様式は問いません。 

（２）税務署受付印のある開業届の写し（個人事業主等のみ） 

※開業日が令和４年６月１日以前で、かつ税務署の受付印が令和４年７月１日以前のもの 

 
【提出する書類の例】 

 令和４年４月の売上高が、直近の３か月（令和４年１月～３月）の平均と比較して２０％以上
減少している場合は、令和４年１月～４月の売上台帳、帳簿等の写しを提出していただきます。 

 

 
 

  

対象月 売上 減少率 

令和４年４月 150,000 

△50.00％ 
令和４年３月 600,000 

【平均】 
300,000 

令和４年２月 200,000 
令和４年１月 100,000 
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４ 対象月の売上高を確認する書類がない場合の特例 

（１）白色申告または市民税・県民税申告を行っている場合 
 白色申告または市民税・県民税申告を行っている場合、申告した年間の売上高を１２で割った数

を各月の売上高とみなすことができます。白色申告書の収支内訳書または、市民税・県民税申
告書の売上高を１２で割ったみなし売上高を用いて、売上高が２０％以上減少していることが
確認できれば、対象月の売上高が確認できる売上台帳や帳簿の写しの提出は不要とします。 

（２）「支給要件確認月の売上高又は粗利益を証明する書類（参考様式１）」を用いる場合 
売上高または粗利益を証明する書類が一切用意できない場合、「支給要件確認月の売上高又

は粗利益を証明する書類（参考様式１）」を用いて、売上高等が減少していることを自己申告する
ことができます。ただし、申請内容に疑義がある場合には詳細を確認し、虚偽の申告と認めら
れた場合には、支援金の不支給を決定したり、交付済みの支援金の返還を求めたりする場合が
あります。 
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申請書記入例 

 

（１）交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

 
 

  

➊申請書を作成した日付

（11/1）以降を和暦で記入

してください。 

➋申請者の情報を記入して

ください。 

法人の場合 

法人所在地、法人名および

代表者職氏名、連絡先 

個人の場合 

個人の住所地、氏名、連絡

先 

※連絡先は、申請内容につ

いて問い合わせする場合が

あるので、必ず日中に連絡

がつく番号を記入してくだ

さい。 

➌事業所または店舗の所在

地、名称・電話番号・事業

開始時期を記入してくださ

い。 

※事業開始時期はおおよそ

で構いません。 

➍主たる業種にチェックを

つけて、具体的な事業内容

を記入してください 

※対象業種は、14ページ以

降の対象業種一覧からご確

認ください。 

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 

➎ 

➎売上高または粗利益が２０％以上減少していることを確認するために用いた以下の月の売

上高または粗利益を入力してください。 

（Ａ）平成３０年１１月～令和３年１０月のうち任意の月 

（Ｂ）令和３年１１月以降の（Ａ）と同じ月 

また、（Ａ）と（Ｂ）を比較した減少率を小数点第２位まで（第３位以下は切り捨て）記入

してください。 

※法人事業概況報告書や青色申告決算書、売上台帳等から正確な数字を記入してください。 

【注意】消せるボールペンはご利用いただけません。黒または青のボールペンをご利用ください。 
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（２）交付請求書（様式第２号） 

  

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 

➍ 
➊日付は交付が決定した日

を市が記入するので、空欄

のままにしてください。 

➋申請者の情報を記入して

ください。(申請書兼誓約

書と同一になります。) 

法人の場合 

法人所在地、法人名および

代表者職氏名 

個人の場合 

個人の住所地、氏名 

➌振込口座の情報を記入し

てください。振込先に指定

できる口座については以下

のとおりです。 

法人の場合 

法人名義の口座 

個人の場合 

個人名義または屋号＋個人

名の名義の口座 

※口座名義人は通帳を１枚

開いたページに記載のある

カタカナの名義を正確に記

入してください。 

※金融機関・支店コードは

インターネットなどで検索

できます。 

 

 

➍申請事業者の欄及び欄外の捨印を押印してください。押印に使用する印鑑は以下を参考に

してください。必ず朱肉を使う印鑑を使用し、シャチハタは使わないでください。 

区分 申請者名義人 印鑑 

個人事業主 伊勢崎 花子    など 

法人 
伊勢崎レストランツホールディングス㈱ 

代表取締役 山田 太郎 または   

※法人代表者印がない場合は、社判＋代表者の認印でも構いません。 
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（３）支給要件確認月の売上高又は粗利益を証明する書類（参考様式１） 

 

 

（４）業務委託契約等申立書（参考様式２） 

 
※（３）及び（４）は必ず提出いただく書類ではありません。該当する方のみご提出ください。 

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 

➊売上高または粗利益が２０％以上減少していること

を確認するのに用いた以下の月の売上高または粗利益

を記入してください。 
（Ａ）平成３０年１１月～令和３年１０月のうち任意の月 

（Ｂ）令和３年１１月以降の（Ａ）と同じ月 

 

 ➋➊で用いた売上高または粗利益から、減少率を計算

して記入してください。 

 ※小数点第２位まで記入（第３位を切り捨て） 

 

 ➌売上台帳その他の売上等を証明する書類を提出でき

ない理由を簡潔に記入してください。 

➍申請者の情報を記入してください。 

法人の場合 

 法人所在地、法人名、代表者職氏名 

個人の場合 

 個人の住所地、氏名 

※代表者または個人の氏名は、自署してください。 

※日付は申請書と同じ日を記入してください。 

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 

➊申請書の日付と同日を記入してください。 

➋申請者本人と業務委託契約を結んでいる（報酬等

を支払っている）事業者の情報を記入してくださ

い。 

※申請者及び業務委託契約の事業者の代表者は氏名を

自署してください（法人代表者印の押印をもって自署

に代えることもできます。）。 

➌申請者氏名と業務委託契約を結んでいる（報酬等

を支払っている）事業者名をそれぞれ記入してくだ

さい。 

 

➍契約内容や契約締結の期間、契約に基づく報酬額な

どについて簡潔に記入してください。 

※必要に応じて別紙の添付により記入を省略できま

す。その場合は、項目に「別紙参照」と記入してくだ

さい。 
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添付書類 
（１）振込先口座がわかる通帳等の写し（法人・個人事業主） 
 通帳を開いたカタカナで口座名義人が記載されているページのコピーを提出してください。 

 
  
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を添付してくださ

い。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を添付してください。 
 
 ※ゆうちょ銀行の口座を指定する場合は、下記の注意事項を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

口座名義人はこちらの記載されているカタカナ

表記のとおり記入してください。 

※通帳表面の記載と異なることがありますので

ご注意ください。 

こちらの口座番号は絶対に記入しな

いでください。振込ができません。 

必ずこちらの口座番号を記入してく

ださい。 
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（２）国民健康保険証の写し（個人事業主のみ） 
 国民健康保険証の表面のコピーをご提出ください。 

 
※国民健康保険証の写しを提出できない場合は、運転免許証（両面）やマイナンバーカード（表面）の写
しをご提出ください。 

 
 
（３）現在（履歴）事項証明書または登記簿謄本、抄本等の写し（法人のみ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有効期限内であることをご確認ください。 

※有効期限が切れている場合、再提出をお願いす

る場合があります。 

申請日を基準として、発行から３か月以内のもの

をご提出ください。 

※発行日が記載された面を含む、すべてのページ

の写しをご提出ください。 
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（４）直近の確定申告の写し 
①法人の場合 
・確定申告書別表一    ・法人事業概況説明書（両面） 

  
 
 
②個人事業主の場合 
【青色申告を行っている個人】 
・確定申告書B第一表    ・青色申告決算書（1・2ページ） 
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【白色申告を行っている個人】 
・確定申告書B第一表    ・収支内訳書（１・２ページ） 

 
 
【市民税・申告を行っている個人】 
・市民税・県民税申告書（両面） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※市民税・県民税申告書の写しを受け取っていない、紛失した場合は、市役所市民税課の窓口
に、免許証などの身分証明書を持参することで再交付を受けることができます。 
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対象業種 
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